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平成 28年 5月 20日 付けで請求 され、同月 23日 付けで受け付けた行政文書の開示請求について、

行政機関の保有す る情報の公開に関する法律 (平成 11年法律第 42号。以下 「法」 とい う。)第 9

条第 1項の規定に基づき、下記の とお り、開示す ることとしま したので通知 します。

記

開示する行政文書の名称

一級河川利根川水系人 ッ場ダム建設工事に係 る事業認定に関す る下記の資料

(1)平成 28年 3月 4日 、 16日 開催の社会資本整備審議会公共用地分科会の議事録

(2)平成 28年 3月 4日 、 16日 開催の社会資本整備審議会公共用地分科会の配付資料 目録

(3)平成 27年 6月 26日 、 27日 開催の公聴会における公述人の公述時資料

(4)意 見書及び公聴会における主な反対意見の要旨と当該意見に対す る事業認定庁のの考え方

(5)土地収用法第 25条第 1項 に基づき提出された意見書

(6)平成 27年 6月 26日 、 27日 開催の公聴会に係 る公述人申出書

請求文書名 :

一級河川利根川水系八ッ場ダム建設工事に係る事業認定に関する①～⑨の資料

①社会資本整備審議会公共用地分科会の議.事録 2016年 3月 4日 、3月 16日

②社会資本整備審議会公共用地分科会の配付資料目録 2016年 3月 4日 、3月 16日

③土地収用法第 22条の規定に基づく意見聴取とその回答

④公述人の公述時資料

⑤公述人質問への事業者の回答書

⑥意見書及び公聴会における反対意見と当該意見に対する事業認定庁の見解およびその

説明資料

⑦意見書の一式

③公述人申出書の一式

⑨意見書の反対意見に対する事業者の回答

不開示とした部分とその理由

・開示文書 (1)の うち、委員による意見の表明、交換、判断等に係 る情報が含まれている部分

は、公にす ることにより、個別の議論 を捉 えて、個別の委員に対す る非難等がなされ るおそれが

あ り、社会資本整備審議会公共用地分科会における委員等の自由かつ率直な意見の表明、交換、

判断等に影響を及ぼ しかねず、土地収用法 (昭 和 26年法律第 219号 )に基づ く事業の認定に

係 る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、法第 5条第 6号 の規定により不開示 と

した。
O開 示文書 (3)の うち、個人の氏名、住所に関係す る情報その他特定の個人を識別す ることが

できる情報については、法第 5条第 1号本文に規定す る 「個人に関す る情報」であ り、かつ、こ
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れ らは同号イ (法令の規定により又は慣行 として公 にされ、又は公にす ることが予定 されている

情報 )、 口 (人 の生命、健康、生活又は財産を保護す るため、公にす ることが必要であると認 め

られ る情報)又 はハ (当 該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行の内

容に係 る部分)の いずれにも該当しないものであることか ら、当該情報が記録 されている部分を

不開示 とした。

また、当該文書の うち、特定の法人その他の団体 (以 下 「法人等」 とい う。)の名称について

は、当該法人等に対す る見解が述べ られている部分又は当該法人等の事業に関す る情報が記載 さ

れている部分においては、当該法人等の名称を明 らかにす ることで当該法人等の正当な利益を害

す るおそれがあることか ら、法第 5条第 2号イに規定す る 「当該法人等又は当該個人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害す るおそれ」があるため、不開示 とした。

なお、公になつている他の情報 と照合す ることにより明 らか となる個人の氏名その他の情報に

ついては、開示することとした。

0開示文書 (5)の うち、個人の氏名、住所、電話番号、 FAX番 号、メールア ドレスその他特

定の個人を識別す ることができる情報については、法第 5条第 1号本文に規定す る 「個人に関す

る情報」であ り、かつ、これ らは同号イ (法令の規定により又は慣行 として公 にされ、又は公に

す ることが予定 されている情報 )、 口 (人 の生命、健康、生活又は財産を保護す るため、公 にす

ることが必要であると認められる情報)又はハ (当 該個人が公務員等である場合において、当該

情報がその職務の遂行の内容に係 る部分)の いずれにも該当 しないものであることか ら、当該情

報が記録 されている部分を不開示 とした。

また、特定の法人等の名称、住所、電話番号及び法人等の代表者の氏名 については、当該法人

等の意見の表明が公にされ ることによつて、個別の意見を提 えて当該法人等に対す る非難等がな

され るおそれがあることか ら、また、当該法人等に対す る見解が述べ られている部分又は当該法

人等の事業に関す る情報が記載 されている部分においては、当該法人等の名称等を明 らかにす る

ことで、当該法人等の正当な利益を害す るおそれがあることか ら、法第 5条第 2号イに規定す る

「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す るおそれ」力`あるため、

当該情報が記録 されている部分を不開示 とした。

同様に、特定の個人又は特定の法人等を識別することができる情報については、当該文書が、

事業認定庁が事業の認定に関する処分をす るに当たつて、広 く利害関係人等の意見を把握 し、公

正妥当な判断を行 うための資料 となる意見書であるため、これ らの情報を公にす ることにより、

特定の個人又は特定の法人等に対す る非難等を避 けるために、 自由かつ率直な意見の表明等がな

されないおそれがあ り、土地収用法に基づ く事業の認定に係 る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるため、法第 5条第 6号柱書に規定す る 「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの」にも該当す るため、当該情報が記録 されている部分を不開示 とした。

なお、公になつている他の情報 と照合す ることにより明 らか となる個人の氏名その他の情報に

ついては、開示す ることとした。

・開示文書 (6)の うち、個人の氏名、住所、電話番号、 FAX番 号、メールア ドレスその他特

定の個人を識別す ることができる情報については、法第 5条第 1号本文に規定する 「個人に関す

る情報」であ り、かつ、これ らは同号イ (法令の規定により又は慣行 として公にされ、又は公に

す ることが予定 されている情報 )、 口 (人 の生命、健康、生活又はフ産を保護す るため、公 にす

ることが必要であると認められる情報)又はハ (当 該個人が公務員等である場合において、当該

情報がその職務の遂行の内容に係 る部分)の いずれにも該当しないものであることか ら、当該情

報が記録 されている部分を不開示 とした。

特定の法人等の名称、住所、電話番号、 FAX番 号、メールア ドレス及び法人等の代表者の氏

名については、当該法人等の意見の表明が公にされ ることによつて、個別の意見を捉 えて当該法

人等に対す る非難等がなされるおそれがあることか ら、また、当該法人等に対す る見解 を述べる

部分又は当該法人等の事業に関す る情報が記載 されている部分においては、当該法人等の名称等

を明 らかにす ることで、当該法人等の正当な利益を害す るおそれがあることか ら、法第 5条第 2

号イに規定す る 「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す るおそ

れ」があるため、当該情報が記録 されている部分を不開示 とした。

同様に、当該文書の うち、特定の個人又は特定の法人等を識別す ることができる情報について



は、当該文書が、事業認定庁が事業の認定に関する処分をす るに当たつて、広 く利害関係人等の

意見を把握 し、公正妥当な判断を行 うための資料 となる公述申出書であるため、これ らの情報を

公にす ることにより、特定の個人又は特定の法人等に対す る非難等を避けるために、 自由かつ率

直な意見の表明等がなされないおそれがあ り、土地収用法に基づ く事業の認定に係 る事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、法第 5条第 6号柱書に規定す る 「当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」にも該当す るため、当該情報が記録 されている部

分を不開示 とした。

なお、公になっている他の情報 と照合す ることにより明 らか となる個人の氏名その他の情報に

ついては、開示することとした。
O請求文書③については、土地収用法第 22条の規定に基づ く意見聴取は実施 してお らず当該文

書は不存在のため、不開示 とした。
O請求文書⑤については、保有 してお らず不存在のため、不開示 とした。

・請求文書⑥の うち、事業認定庁の見解の説明資料については作成・保有 してお らず不存在のた

め、不開示 とした。

・請求文書⑨については、当該文書は保有 してお らず不存在のため、不開示 とした。

※この決定に不服がある場合は、行政不服審査法 (平成 26年法律第 68号 )の規定により、この

決定があったことを知った 日の翌 日か ら起算 して 3か月以内に、国土交通大臣に対 して審査請求を

することができます。 (な お、決定があったことを知った 日の翌 日か ら起算 して 3か月以内であっ

ても、決定があった 日の翌 日か ら起算 して 1年 を経過 した場合には審査請求をす ることができなく

な ります。)。

※また、この決定の取消 しを求める訴訟を提起す る場合は、行政事件訴訟法 (昭 和 37年法律第 1

39号 )の規定により、この決定があつたことを知った 日か ら6ヶ 月以内に、国を被告 として (訴

訟において国を代表す る者は法務大臣とな ります。)、 処分の取消 しの訴えを提起することができま

す。 (な お、決定があつたことを知った 日か ら 6ヶ 月以内であっても、決定の 日か ら 1年 を経過 し

た場合には処分の取消 しの訴えを提起す ることができなくな ります。)

3 開示の実施の方法等

(1)事務所における開示 (閲 覧又は写 しの交付)を希望す る場合

◇開示の実施を受けることができる日時及び場所

日時 :こ の通知書を受け取つた 日か ら30日 以内 (± 0日 曜 日、祝祭 日を除 く。)

(9:30～ H:45、 13:00～ 16:45)

場所 :国 土交通省大臣官房広報課情報公開窓 口

(東京都千代 田区霞が関 2-1-3 中央合同庁舎第 3号館 5階 )

◇開示の手続き

1)事前に、ご希望の 日時を問い合わせ先までお知 らせ ください。

2)送付 した別添 「開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入の上、ご持参 ください。

3)希望する開示の実施方法の (3)開示実施手数料分の収入印紙をご準備 くだ さい。

(2)写 しの送付を希望す る場合

◇ この通知書を受け取つた 日か ら30日 以内に、以下の書類等を問い合わせ先まで提出 (郵 送 )

して ください。

1)希望す る開示の実施方法の (3)開 示実施手数料分の収入印紙 を貼付 した別添 「開示の

実施方法等申出書」

2)文書の郵送料 (開 示決定文書全ての郵送を希望 した場合):

定形外郵便  100gま で 140円 分の郵便切手

※ 「開示の実施方法等申出書」が到着 した 日か ら 1週 間後までに郵送す る予定です。



行政文書の

種類 0数量等

開示 の実施方法 開示実施手数料の額

(算 定基準 )

行政文書全体につ

いて開示の実施を

希望する場合の基

本額 (a)

開示実施

手 数 料

(b)※

A4判 文書

997枚

①閲覧 100枚 までにつ き 100

円

1000円 700円

② スキャナ によ り読み

取 つてで きた電磁 的記

録 を CD一 Rに複 写 し

たものの交付付

CD―Rl枚 につき 100円

に 、 当該 文 書 1枚 毎

に 10円 を加 えた額

10070円 9770円

(3)開示実施手数料

※ 開示実施手数料 (b)・ ・・開示決定文書全ての開示の実施 を希望す る場合の基本額 (a)一 控除

額 (請求時に納付 された開示請求手数料 300円 )

(4)そ の他の方法による開示の実施方法を希望す る場合

(3)以外による開示の実施 (閲 覧又は電磁的記録媒体 (FD、 CD一 R、 DVD― R)に よ

る開示の実施 (文書又は図画をスキャナにより電子化 したもの))を 希望 され る場合は、「開示実

施手数料」及び 「郵送料」が異な りますので、開示の実施方法の申出をす る前に、問い合わせ先

へ ご連絡 ください。

(5)そ の他

その他詳細は、同封の 「説明事項」をご確認 くだ さい。

問い合わせ先 国土交通省大臣官房広報課情報公開室 TEL:03-5253‐ 8Hl (代 表 )


